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 平成１８年(行ウ)第２９号 前知事個人秘書業務費返還請求事件   

             次回第５回 ２００７年１０月１０(水)１０時００分～ 

 

原告 寺町知正 外１１名 

被告 岐阜県知事 

                             ２００７年１０月５日 

岐阜地方裁判所民事２部御中 

                            原告選定当事者 寺町知正 

原告準備書面(３) 

 

第１ 梶原の出張の実態 

１． 出張全般 

 相手方梶原の出張の実態は、東京への出張がもっとも多い。 

いずれも、梶原個人の私的発想や動機に起因する活動、あるいは、政治団体を構成してい

る梶原個人の現在の政治家としての活動というべきである。 

 

相手方梶原の出張の実態の集計表 (甲第１７号証の１ないし３) 

 県 内 東 海 都 内 その他 年合計 実日数 

Ｈ１６年度（３月１日～）   ８ ２ ５    ０ １５ ２４ 

Ｈ１７年度 (１２ヶ月) ７２    １４  ７９  １９ １８４ ２３６ 

Ｈ１８年度 (～９月５日) ２４       ７  ５０  ２  ８３ １１０ 

 請求対象期間 総合計 １０４ ２３ １３４ ２１ ２８２ ３７０ 

 

 これら活動の中に、他の自治体・公的団体などにおける講演などと推測される活動が一部

にあるのは確かである。しかし、それは、元知事であれば、どの県の知事であっても離任直

後の数年間など、その名声に期待して講演やポスト着任などを求めるのはごく通常のことで

あり、格別に、岐阜県が実質の秘書をあてがい、諸経費まで負担すべきことではない。 

 

２． 東京で活動の内容の分類 

 県(財団)の公費支出の記録において、面談がもっとも多いことからも私的な出張であるの

は明白である。会議として分類はしたものの、タイトルからすれば岐阜県に縁のないもので

あることは明白な会議が多い実態である。 

 その他、私的な付き合いが主であることは明白である。 

 

相手方梶原の出張の実態の集計表 (東京関連分) (甲第１８号証の１ないし３) 

 執 務 面 談 取 材 Ｎ 野 会 議 講 演 他  

Ｈ１６年    ２      １   ２    ５ 

Ｈ１７年 ３ ３１ ９  １３ ２４ ３１ ４３ １５４ 

Ｈ１８年 １８ ３３   ７   ７ ２２   １０ ２６  １２３ 

期間計 ２１ ６６ １６ ２０ ４７ ４１ ７１ ２８２ 
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３． 地方自治情報センターの顧問としての東京出張は多い 

 相手方梶原は、東京にある地方自治情報センターの顧問にも就任しているところ、同セン

ターにおける用務や面談などは著しく多い。 

  記録されているだけでも、１７年度２５回、１８年度３２回の合計５７回に及ぶ。 

その内容の詳細はともかく、岐阜県の一財団の職員としての公務といえる範疇に存しないこ

とは明白である。 

 

４． まとめ 

被告が出張などにおける元岐阜県知事としての効果などを主張するが、そのような観点で

県費や公費を負担するなら自治体の出費は際限なく肥大する。 

公費支出はあくまで限定的であり予算や本来の目的にも拘束される。 

旅費や事件費などの本件諸支出は、岐阜県が負担する義務のない支出、もしくは目的外の

違法な支出である。 

                                    以 上 


